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地区計画に関するお問合せ先 
〒５１５－８５１５ 松阪市殿町１３４０－１ 
 松阪市都市政策部 

 都市計画課 ℡５３－４１６８ 
     建築開発課 ℡５３－４１５６ 

松阪市建設部



 
区域の整備・開発及び保全に関する方針 

 

名  称 中川駅周辺地区地区計画 

位  置 
松阪市嬉野中川新町一丁目の一部、嬉野中川新町二丁目、嬉野中川新町三丁目及び

嬉野中川新町四丁目(中川駅周辺土地区画整理事業区域) 

面  積 約５０．６ha 

区

域

の

整

備

・ 
開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針 

地区計画の

目標 

本区域は、近鉄伊勢中川駅を中心とした中川駅周辺土地区画整理事業の施行地区である。これ

により、地区に必要とされる道路、公園などの公共施設及び宅地の整備が行われている地区であ

るが、事業施行後の無計画な市街地形成が予測されることから、市街化を計画的に誘導し、良好

な市街地形成を図ることを本地区計画の目標とする。 

土地利用の

方針 

 中川駅西口については、商業施設などの土地利用を図り、良好な商業地の育成に努める。 

都市計画道路下之庄小村線、算所宮古線および中川駅東線沿道については、住宅ならびに商業

施設などの均衡ある土地利用を図る。その他の地区については、居住環境が損なわれないような

良好な低層住宅地としての土地利用を図る。 

地区施設の

整備方針 

 本区域における地区施設は、土地区画整理事業により整備される。したがって、本地区計画に

おいては、地区施設の維持・保全に努める。また中低層地区に時の流れを感じる広場を配置し、

土地区画整理事業により整備される地区施設とあわせ維持・保全に努める。 

建築物等の

整備方針 

商業地区 

・ 中川駅西には、商業施設を誘導するとともに道路境界線から壁面後退などにより安全で

快適な空間を形成する。 

 ・ 中川駅東には、後背地の住宅地などの生活利便施設を主とした商業施設を誘導し、道路境

界線からの壁面後退などにより安全で快適な空間を形成し、新たな商業地を創出する。 

 ・ 大規模施設用地には、本市ならびに周辺都市の人も利用する大規模店舗を誘致し、買物客

などがたまるスペースや壁面後退などにより、安全で快適な空間を形成する。 

・ 幹線道路沿道には自動車交通に対応したサービス施設を誘導し、地区にふさわしいまち

なみの整備を図る。 

住宅地区 

 ・ 中川駅東には、駅への利便性の高さを活かした中低層の住宅を中心に配置し、良好な住環

境を確保するため、用途の制限や壁面後退及び高さの制限などにより、地区にふさわしいま

ちなみの整備を図る。 

 ・ その他には、戸建住宅を中心にした住宅地をし、良好な居住環境を確保するために用途の

制限、敷地内空地の確保、壁面後退及び高さの制限などにより、地区にふさわしいまちなみ

の整備などを図る。 

 
 



 
地区整備計画 

 

地

区

整

備

計

画 

地 区 の 名 称 中川駅周辺地区 

地区整備計画の区域の面積 約５０．６ha 

地区施設の配置および規模  広場約 0.3ha     

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

区

分 

区分の名称 
低層専用住宅 

地区 
中低層住宅 

地区 
沿道サービス 

地区 
広域核 
地区 

近隣商業 
地区 

駅西商業 
地区 

区分の面積 約 17.3ha 約 11.7ha 約 6.0ha 約 3.0ha 約 7.0ha 約 5.6ha 

建築物の用途の制限 

  
次に掲げる建

築物及びこれに

付属する建築物

以 外 の 建 築 物

は、建築しては

ならない 
建築基準法別

表第２（い）（ろ）

（は）項に掲げ

るもの。 

 
 次に掲げる建

築物及びこれに

付属する建築物

は、建築しては

ならない 
 
（１）建築基準

法別表第２（に）

項のうち第５号

及び第６号に掲

げるもの。 
 
 
（２）建築基準

法別表第２（ほ）

項第２号に掲げ

るもの。 
 

 
次に掲げる建

築物及びこれに

付属する建築物

は、建築しては

ならない 
 
（１）建築基準

法別表第２（に）

項のうち第５号

及び第６号並び

に（へ）項第５

号 に 掲 げ る も

の。 
 
（２）建築基準

法別表第２（ほ）

項第２号に掲げ

るもの 
 
 
 

 
次に掲げる建

築物及びこれに

付属する建築物

は、建築しては

ならない 
 
（１）建築基準

法別表第２（に）

項のうち第５号

及び第６号に掲

げるもの。 
 
 
（２）建築基準

法別表第２（へ）

項第５号に掲げ

るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次に掲げる建

築物及びこれに

付属する建築物

は、建築しては

ならない 
 
（１）建築基準

法別表第２（い）

項第４号、６号、

７号に掲げるも

の。 
 
 
 
（２）建築基準

法別表第２（は）

項第４号、（に）

項のうち第５号

及び第６号に掲

げるもの。 
 
（３）建築基準

法別表第２（へ）

項第５号に掲げ

るもの。 
 
 
 

 
次に掲げる建

築物及びこれに

付属する建築物

は、建築しては

ならない 
 
（１）建築基準

法別表第２（い）

項第４号、６号、

７号に掲げるも

の。 
 
 
 
（２）建築基準

法別表第２（は）

項第４号、（に）

項のうち第５号

及び第６号に掲

げるもの。 
 
（３）建築基準

法別表第２（へ）

項第５号に掲げ

るもの。 
 
（４）建築基準

法別表第２ 
 
 (と)項第１号、

２号、３号、４

号及び５号に掲

げるもの。 

建築物の高さの 
最高限度 

１２ｍ ２０ｍ １５ｍ ２０ｍ ２０ｍ ――― 

地盤高の最高限度 換地処分時の地盤高より１５㎝以下とする。 

壁面位置の制限 

 道路の境界線から建築物の外壁又は、これに代わる柱の面までの距離（以下、外壁後退距離という。）は、

１．０ｍ以上とする。ただし、外壁後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各

号の１に該当する場合はこの限りではない。 
イ）物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下でかつ床面積の合

計が５㎡以内のもの。 
ロ）自動車車庫で軒の高さが３．０ｍ以下で、床面積の合計が１０㎡以内のもの。 

 



地区計画による建築物の用途制限の概要 

①、②、③、▲面積、階数等の制限あり 
低層専用

住宅地区 
中低層 

住宅地区 
沿道サー

ビス地区 
広域核 
地区 

近隣商業

地区 
駅西商業

地区 
備 考 

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50 ㎡以下かつ建築物の

延べ面積の２分の１未満のもの 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

非住宅部分の用途制限あ

り 

店

舗

等 

店舗等の床面積が 150 ㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 

▲２階以下 

店舗等の床面積が 150 ㎡を超え、500 ㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 
店舗等の床面積が 500 ㎡を超え、1,500 ㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 
店舗等の床面積が 1,500 ㎡を超え、3,000 ㎡以下のもの × ○ ○ ○ ○ ○ 
店舗等の床面積が 3,000 ㎡を超えるもの × ○ ○ ○ ○ ○ 

事

務

所

等 

事務所等の床面積が 150 ㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 

▲２階以下 

事務所等の床面積が 150 ㎡を超え、500 ㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 
事務所等の床面積が 500 ㎡を超え、1,500 ㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 
事務所等の床面積が 1,500 ㎡を超え、3,000 ㎡以下のもの × ○ ○ ○ ○ ○ 
事務所等の床面積が 3,000 ㎡を超えるもの × ○ ○ ○ ○ ○ 

ホテル、旅館 × ○ ○ ○ ○ ○  

遊

戯

風

俗

施

設 

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッ

ティング練習場等 
× ○ ○ ○ ○ ○  

カラオケボックス等 × ○ ○ ○ ○ ○  

麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券、車券発売所等 × × × ○ ○ ○  

劇場、映画館、演芸場、観覧場 × × ▲ ▲ ▲ ▲ ▲客席 200 ㎡未満 

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等、料理店 × × × × × ×  

公

共

施

設 

・ 

病

院 

・ 

学

校

等 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ○ ○ ○ ○ × ×  

大学、高等専門学校、専修学校等 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

図書館等 ○ ○ ○ ○ × ×  

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

神社、寺院、教会等 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

公衆浴場、診療所 ○ ○ ○ ○ ① ① ①公衆浴場を除く 

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、保育所等 ○ ○ ○ ○ × ×  

老人福祉センター、児童厚生施設等 ○ ○ ○ ○ × ×  

自動車教習所 × × × × × ×  

工

場 
・ 
倉

庫

等 

単独車庫（付属車庫を除く） ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲300 ㎡以下、２階以下 

建築物付属自動車車庫 
①②については、建築物の延べ面積の 1/2 以下かつ備考欄

に記載の制限 
① ② ○ ○ ○ ○ 

①3,000 ㎡以下、2 階以下 
②２階以下 

倉庫業倉庫 × × × × × ×  

畜舎（15 ㎡を超えるもの） × × × × × ×  

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、

自転車店等で作業場の床面積が 50 ㎡以下 
▲ ○ ○ ○ ○ ○ 

原動機の制限あり。▲２

階以下 

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 × ① ① ② ② ① 原動機、作業内容の制限

あり。作業場の床面積 
①50㎡以下②150㎡以下 

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 × × × ② ② × 
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 × × × × × × 
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれが

ある工場 
× × × × × ×  

自動車修理工場 × ① ② ③ ③ ② 
作業場の床面積①50 ㎡以下

②150 ㎡以下③300 ㎡以下 

原動機の制限あり 

火薬、石油類、ガス等の危険物

の貯蔵・処理の量 

量が非常に少ない施設 ① ○ ○ ○ ○ ○ 

①1,500 ㎡以下 2 階以下 
量が少ない施設 × × × ○ ○ × 
量がやや多い施設 × × × × × × 
量が多い施設 × × × × × × 



建築物に関する事項 

・壁面位置の制限  
 
                            １．０ｍ以上             道 路 
           隣 地  
 
          
            住 宅        道 路                        住 宅       道 路 
 隣 地                                  隣 地 
 
        車庫・倉庫                                車庫・倉庫 
 
          隣 地                              隣 地 
 
 
 
※ 道路境界線から建築物の外壁面又は、これに代わる柱の面までの距離（以下、外壁後退距離という。）は、１．０ｍ以上とする。 
 ただし、外壁後退距離の限度に満たない距離にある建築物が、次の各号の１に該当する場合は、この限りではない。 
 イ）物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ床面積の合計が５㎡以内のもの。 
 ロ）自動車車庫で軒の高さが３．０ｍ以下で、かつ床面積の合計が１０㎡以内のもの。 
 
 
 
 
 

・建築物の高さの最高限度                    ・地盤高の最高限度 

 
 建築物の高さの最高限度は、地区別に１２ｍ、                  地盤高の最高限度は、換地処分時の 
１５ｍ、２０ｍと定める。                           地盤高より１５㎝以下とする。 
 
 
 
                                        ※ 詳細図 
 

１５㎝以下      盛 土 
 
 
 換地処分時の地盤高 
 
 
 
 
 
 

１２ｍ以下 
１５ｍ以下 

２０ｍ以下 
  
  地盤高                             ※ 
 
 
 
 
 
 
 





届出の方法 

  
地区計画は、個々の建築行為等を規制、誘導することによって実現されていきます。

そのため個々の建築行為等に着手する３０日前に「届出」をしていただき、その届出

が地区計画の内容に沿ったものであるかどうかを判断します。 
 
 
●届出の対象となる行為（※届出が必要な行為は以下に示すものです。） 

○ 建築物の建築（新築、増築、改築、移転） 
○ 工作物の建設 
○ 土地の区画形質の変更 
○ その他、地区整備計画で制限のある行為 

 
●届出の方法（※届出の方法は以下のようになっています。） 
 
 
◎届出期限    行為着手日の３０日前までに届出してください。 
 
◎届出 先     松阪市役所 都市政策部 建築開発課 
         （TEL０５９８－５３－４１５６） 
 
◎届出図書    ○地区計画の区域内における行為の届出書 
         ○添付図書一式 
         （位置図、配置図、平面図、立面図、外構図） 
 
◎届出部数    １部 
      
         ※図面中には、地区整備計画により定められた事項のうち、 
          あなたの計画されている敷地等に該当する事項の内容を 

もれなく記入してください。 
 

 
 

 
届出書の用紙は、上記届出先にあります。なお、届出の前に、出来るかぎり計画

の内容等についての事前相談をお願いします。 
 

 
 

松阪市　建設部　建築開発課　

 ２部（正本１部、副本１部） 





別記様式第十一のニ（ 第 43 条の 9 関係）  
 

地区計画の区域内における行為の届出書 

  年  月  日 

宛先  松 阪 市 長 

 

届出者 住所               

   氏名               

 

都市計画法第５ ８ 条の２ 第１ 項の規定に基づき 、  

 □土地の区画形質の変更      

 □建築物の建築又は工作物の建設  

 □建築物等の用途の変更       について、 下記によ り 届け出ます。  

 □建築物等の形態又は意匠の変更  

 □木竹の伐採           

 

記 

 １  行為の場所       松阪市      町 

 ２  行為の着手予定日         年   月   日 

 ３  行為の完了予定日         年   月   日 

 ４  設計又は施工方法    （ 下表）  

（ １ ） 土地の区画形質の変更   区域の面積         ㎡ 

（ ２ ）  

建築物 

の建築 

又は 

工作物 

の建設 

(イ )行為の種別（ 建築物の建築・ 工作物の建設）（ 新築・ 改築・ 増築・ 移転）  

(ロ ) 

設 

計 

の 

概 

要 

 届 出 部 分 届出以外の部分 合     計 

(1)敷地面積   ㎡  

(2)建築又は 

   建設面積 
㎡  ㎡  ㎡  

(3)延べ面積 
㎡  

（     ㎡）  

㎡  

（     ㎡）  

㎡  

（     ㎡）  

(  4)高さ  地盤面から        ｍ 

(5)用途  

(6)垣又はさ く の構造  

(7)盛土高さ  cm （ 嬉野中川地区計画のみ）  

（ ３ ）  

建築物等の 

用途の変更 

(イ )変更部分の延べ面積 (ロ)変更前の用途 (ハ)変更後の用途 

 ㎡      

（ ４ ） 建築物等の形態又は意匠の変更 
変更の内容 

  

（ ５ ） 木 竹 の 伐 採 伐 採 面 積            ㎡ 

 

※連絡先 会社名等：               担当：         

     （ TEL：     －   －      FAX：     －   －    ）  



（ 裏面）  

備考 

 １  届出者が法人である 場合においては、 氏名は、 その法人の名称及び代表者の氏名を 記載する こ

と 。  

 ２  建築物等の用途の変更について変更部分が２ 以上ある と き は、 各部分ごと に記載するこ と 。  

 ３  地区計画において定めら れている内容に照ら し て、 必要な事項について記載するこ と 。  

 ４  都市計画法第 12 条の 9 に規定する内容を 定めた地区整備計画の区域内における 建築物の建築又

は用途の変更については、 次に掲げる 事項に留意するこ と 。  

 (1) 当該建築物の建築については、 (2)(ロ )(ⅲ)延べ面積欄の（   ） の中に当該建築物の住宅の用

途に供する 部分の延べ面積を 記載する こ と 。 用途の変更があわせて行われる と き は、 用途変更

後の住宅の用途に供する 部分の延べ面積を 記載するこ と 。  

  (2) 当該建築物の用途の変更については、 (2)(ロ )(ⅰ)敷地面積の合計欄及び(2)(ロ )(ⅲ)延べ面積の

合計欄（ 同欄中の（   ） は用途変更後の当該建築物の住宅の用途に供する 部分の延べ面積の

合計欄） についても 記載する こ と 。  

 ５  同一の土地の区域について２ 以上の種類の行為を 行おう と する と き は、 一の届出書によ る こ と

ができ る 。  

 ６  届出書及び添付図書は、 行為着手の日の３ ０ 日前までに提出する こ と 。  

 
 

添付図書（ 省令第 43 条の 9） 
 

  

（ １ ）  土地の区画形質の変更にあつては、 次に掲げる図面 

   イ  当該行為を行う 土地の区域並びに、 当該区域及び当該区域の周辺の公共施設を

表示する図面で縮尺 1,000 分の 1 以上のも の 

   ロ 設計図で縮尺 100 分の 1 以上のも の 

（ ２ ）  建築物の建築、 工作物（ 建築物以外の工作物をいう 。 以下同じ 。） の建設又は建

築物若し く は工作物の用途の変更にあつては、 次に掲げる図面 

   イ  敷地の位置及び付近の状況を示す図面で縮尺 2,500 分の 1 程度のも の（ 付近見

取図： 原則、 都市計画図の写し と する 。）  

   ロ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺 100 分の 1 以上

のも の（ 配置図）  

   ハ ２ 面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図（ 建築物である場合に限

る） で縮尺 50 分の 1 以上のも の 

（ ３ ）  建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、 前号イ に掲げる図面及び２

面以上の立面図で縮尺 50 分の 1 以上のも の 

（ ４ ）  木竹の伐採にあつては、 次に掲げる図面 

   イ  当該行為を行う 土地の区域を表示する図面で 1,000 分の 1 以上のも の 

   ロ 当該行為の施行方法を明ら かにする図面で 100 分の 1 以上のも の 

（ ５ ） その他参考と なるべき 事項を記載し た図書 

 



別記様式第十一の三（ 第 43 条の 11 関係）  
 

地区計画の区域内における行為の変更届出書 

  年  月  日 

宛先  松 阪 市 長 

 

届出者 住所               

    氏名               

 

都市計画法第 58 条の 2 第 2 項の規定に基づき 、 届出事項の変更について、 下記により 届け

出ます。  

 

記 

 

１  当初の届出年月日        年   月   日 

２  変更の内容 

 

 

 

 

３  変更部分に係る行為の着手予定日        年   月   日 

４  変更部分に係る行為の完了予定日        年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 変更前の届出書の受付番号）   
 

※連絡先 会社名等：               担当：         

     （ TEL：     －   －      FAX：     －   －    ）  

 

備 考 

  １  届出者が法人である 場合においては、 氏名は、 その法人の名称及び代表者の氏名を 記載する

こ と 。  

  ２  変更の内容は、 変更前及び変更後の内容を 対照さ せて記載する こ と 。  





委  任  状 

 

 

＜委任者＞ 
    フ  リ  ガ ナ 

  【 氏  名】                 印 

  【 住  所】 〒  －     

  【 電話番号】  

 

 私は、 下記の者を 代理人と 定め、 都市計画法第 58 条の２ の規定に基づく 地区

計画の区域内における建築等の届出等に関する下記の手続き を 委任し ます。  

 

  年  月  日 

 

 

                  記 

＜代理者＞ 

  【 資  格】（   ） 級建築士 （     ） 登録第        号 

  【 氏  名】  

  【 建築士事務所名】  

       （   ） 級建築士事務所 （    ） 知事登録第     号 

        

  【 所 在 地】 〒  －     

  【 電話番号】      （    ）  

  【 FAX 番号】      （    ）  

 

 

＜委任の概要＞ 

 【 行為の位置】  松阪市    町 

【 委 任 事 項】  □ 届出書の提出 □ 通知書の受取 

 □ 変更届出書の提出 □ 変更届出書の受取 

 □ 届出書の修正   

 □    

 




